
                      

大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正理由 

   令和２年度税制改正において、市中金利の実勢を踏まえ、利子税等の割合

の引下げを行うこととし、租税特別措置法が改正された。この法改正に伴い、

延滞金の割合の特例に係る特例基準割合の規定が見直されたため、条例の

一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

   「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改めるとともに、規定を整

理する。 

   なお、延滞金の割合については、変更はない。 

 

  ※「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第 93条第２項の規定によ

り財務大臣が告示する平均貸付割合（前々年９月から前年８月の国内銀行

の貸出約定平均金利）に、年１％を加えたもの。 

 

３ 施行日 

   令和３年１月１日 

まちづくり環境委員会 

令和２年 11月 30日・12月 1日 

環境清掃部 資料 14番 

所管 清掃事業課 



 

 

＜＜＜新旧対照表＞＞＞  

○大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例  

 

新  旧  

大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する

条例の一部改正  

 

大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する

条例の一部改正  

 

付  則  付  則  

（延滞金の割合の特例）  （延滞金の割合の特例）  

５  当分の間、第 56条に規定する延滞金の

年 14.6パーセントの割合及び年 7.3パー

セントの割合は、同条の規定にかかわら

ず、各年の延滞金特例基準割合     

（平均貸付割合 (租税特別措置法 (昭和 32

年法律第 26号 )第 93条第 2項に規定する平

均貸付割合をいう。）に年 1パーセントの

割合を加算した割合をいう。以下この項

において同じ。 )が年 7.3パーセントの割

合に満たない場合には、その年      

                   

   中においては、年 14.6パーセントの

割合にあってはその年                

における延滞金特例基準割合に     

年 7.3パーセントの割合を加算した割合  

とし、年 7.3パーセントの割合にあっては

当該延滞金特例基準割合に年 1パーセント

の割合を加算した割合 (当該加算した割合  

が年 7.3パーセントの割合を超える場合  

には、年 7.3パーセントの割合 )とする。  

この場合における延滞金の額の計算にお

いて、その計算の過程における金額に 1円

未満の端数が生じたときは、これを切り  

捨てる。  

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の付則第５項の規定は、この条例の施行

の日以後の期間に対応する延滞金について適用

し、同日前の期間に対応する延滞金については、

なお従前の例による。 

 

５  当分の間、第 56条に規定する延滞金の

年 14.6パーセントの割合及び年 7.3パー

セントの割合は、同条の規定にかかわら

ず、各年の特例基準割合        

(当該年の前年に租税特別措置法 (昭和 32

年法律第 26号 )第 93条第 2項の規定により

告示された割合   に年 1パーセントの

割合を加算した割合をいう。以下この項

において同じ。 )が年 7.3パーセントの割

合に満たない場合には、その年 (以下この

項において「特例基準割合適用年」とい

う。 )中においては、年 14.6パーセントの

割合にあっては当該特例基準割合適用年

における特例基準割合に            

年 7.3パーセントの割合を加算した割合

とし、年 7.3パーセントの割合にあっては

当該特例基準割合     に年 1パーセント

の割合を加算した割合 (当該加算した割

合が年 7.3パーセントの割合を超える場

合には、年 7.3パーセントの割合 )とする。

この場合における延滞金の額の計算にお

いて、その計算の過程における金額に 1円

未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てる。  

 


